
１　職員の任免及び職員数に関する状況

(1)職員の任用状況　（H20.4.2～H21.4.1）

(2)職員の離職状況　（H20.4.1～H21.3.31）

(3)部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日現在)

（注）１　職員数は一般職に属する職員数(教育長を含む）です。

岩舟町人事行政の運営等の状況の公表

　「岩舟町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、前年度における人事
行政の運営等の状況を公表します。
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(4)定員適正化計画の概要

　①　定員適正化目標（数・率）

 ②　平成２２年４月１日現在における定員の数値目標

２　職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況

(1)人件費の状況（普通会計決算）

(2)職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、H20年4月1日現在の人数です。

(3)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（H21年4月1日現在）

人 歳 円 円

人 歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、H21年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものです。　

(4)職員の初任給の状況（H21年4月1日現在）

円 円

円 円

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

区　　分 平 均 年 齢職員数

110

28

一般行政職

２０年度 155人

区　分
住民基本台帳人口

(２０年度末）
歳 出 額 A

67,072千円

技能労務職

１２１，６００
～

１５２，６００

平均給与月額

期末・勤勉手当

263,630千円

職員手当

644,798千円

給　 料 　　計　　Ｂ

２０年度 18,618人 4,993,940千円 366,231千円

高　校　卒
（初級試験）

大　学　卒
（上級試験） 172,200

計画期間

始　期

実 質 収 支

終　期

360,600

区　分 職員数

技能労務職 52.8 322,400

平成17年4月1日 平成27年3月31日

　「岩舟町第2次定員適正化計画」（計画期間H17～26年度，H17.3策定）におけ
るH22.4.1の定員数値目標は１８１人であるが、「集中改革プラン」(H18.1策定）の
実施による組織の再構築、民間委託の活用等により、H22.4.1の定員数値目標
を１７５人（H17.4.1との比較で９人減（△4.9％)）と設定する。

一般行政職 46.0

1,426,563千円

140,100

平均給料月額

人 件 費 B

数値目標

H16.4.1現在の職員数１８９人の１０％以
上の減員
（数値目標２２名(11.6%)の減員）

Ａ

一人当たり

397,477

343,097

975,500千円

人件費率B/A
(参考)
前年度人件費率

30.4%

給与費 B/A

6,294千円

28.6%



(5)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（H21年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

(6)級別職員数の状況（H21年4月1日現在）

（注）１　岩舟町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数(企業職を含む)です。
      ２　職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

-

一般行政職

技能労務職

32人 22.1%

主査の職務

副主幹の職務

主幹の職務

職員数

主任の職務

職務内容

経験年数５～６年 経験年数10～14年 経験年数20～24年区　　　　分

構成比
区分

381,100

高　校　卒 - - 342,500

大　学　卒 218,200 297,900

8人 

高　校　卒 - -

技能労務職

構成比

技能・労務の職務

技能・労務の職務

職員数職務内容

一般事務職

9人 

相当な技能・経験を要する技能
相当な経験を要する労務

相当な技能を要する技能
経験を要する労務

64.3%37人 25.5%

27.6%

14人 9.6%課長等の職務

2人 7.1%

18人 

9.0%

40人 

13人 

中　学　卒

6.2%

- - －

１　級

２　級

主事又は技師の職務

主任の職務

３　級

４　級

５　級

６　級

28.6%



(7)主な職員手当の状況（Ｈ21年4月1日現在）

勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例

措置(2%～20%加算)

59.28 59.28

管理職員
特別勤務

手当

通勤
手当

管理職
手当

内容及び支給単価

○配偶者：月額１３，０００円
○その他の親族：月額６，５００円
○１６歳から２２歳までの子を扶養：１人につき月額５，０００円を加算

○借家：家賃に応じて月額２７，０００円以内
○持家：新築・購入後５年以内月額２，５００円

○交通機関等の利用者：運賃相当額（月額５５，０００円以内）
○交通用具利用者：通勤距離に応じた額（月額２４，５００円以内）

○支給対象者：管理又は監督の地位にある職員
○支給額：月額４９，８００円　（支給額「３３、２００円」に減額中）

退職手当

（支給率）　　　　　自己都合　　　勧奨・定年

47.50 59.28

33.75 42.12

宿日直
手当

○支給対象者：管理職員が臨時又は緊急の必要により週休日、休日等に勤務した場合
○支給額：勤務１回につき4,000円

○支給対象者：宿日直業務従事者
○支給額：１回につき4,200円（５時間未満の場合は２，１００円）

特殊
勤務
手当

○町税等の徴収事務従事手当
　対象業務：庁外において町税等の徴収事務に従事したとき
　支給額：日額３００円
○防疫等作業従事手当
　対象業務：感染症が発生し、若しくは発生するおそれのある場合に処理作業に従事し
たとき
　支給額：日額５００円
○行旅死亡人収容業務従事手当
　対象業務：行旅死亡人の収容等の業務に従事したとき
　支給額：１件当たり５，０００円
○清掃業務従事手当
　対象業務：清掃業務に従事したとき
　支給額：日額４５０円
○塩素ガス取扱従事手当（水道事業）
　対象業務：塩素ガスの取扱いに従事したとき
　支給額：日額３００円
○庁外滞納整理事務従事手当（水道事業）
　対象業務：庁外で滞納整理事務に従事したとき
　支給額：日額３００円

期末
勤勉
手当

（Ｈ２０年度支給割合）
○期末手当　６月分：　　１．４月　１２月分：　　 １．６月　　 計：３．０月
○勤勉手当　６月分：　０．７５月　１２月分： 　０．７５月　　 計：１．５月

時間外
勤　務
手当

正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給
○勤務日における時間外勤務１時間につき：当該職員の時間単価×125／100
○週休日における時間外勤務１時間につき：当該職員の時間単価×135／100

21.00 27.30

住居
手当

手　当　名

扶養
手当



(8)勤務時間の状況

(9)休暇等の状況

親族が死亡した場合

１週間の
正規の

勤務時間

１日の
正規の

勤務時間

種 類

開始時刻 終了時刻

保育時間の場合

妻が出産する場合

父母を追悼する場合

必要と認められる期間

５日以内

生理のため勤務しないことがやむを得ない場合

産前６週間以内

産後８週間まで

公民としての権利を行使する場合

証人等として国会等に出頭する場合

骨髄提供者となる場合

ボランティア活用に参加する場合

休暇の内容等（H21.4.1現在）

・１暦年ごとに付与される休暇です。
・原則として２０日付与され、翌年に限り繰り越すことができます。

種　　　　　類 期　間　等

必要と認められる期間

必要と認められる期間

40 8 8:30 17:30

休憩

12:00
～

13:00

年次
休暇

災害時に退勤途上の身体の危険を回避する場合

1人

3人

3人

2人

結婚する場合

産前の場合

産後の場合

育児参加をする場合

子の看護をする場合

７日以内

必要と認められる期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間（2日を超えない）

1日2回それぞれ30分又は1回60分
（生後１年に達しない子）

２日以内

５日以内(産後８週間以内又は小学校修学
前の子）

５日以内(小学校就学前の子)

配偶者・父母7日、子5日、祖父母3日等

１日

３日以内（７～９月の期間内）

連続する５日以内

取得状況等
(H20.1.1～
12.31)

平均取得日数
１１．１日

組合
休暇

育児
休業

・職員が登録された職員団体の業務に従事する場合、及び登録された職員団体の加入する上
部団体の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り認められる休暇
です。
・期間は１年につき３０日以内（当該時間の給与は減額）。

・3歳に達していない子を養育する場合
・期間は子が3歳になるまで(期間中無給)

3人

24人

167人

病気
休暇

介護
休暇

・疾病、負傷で療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における
休暇です。
・期間は９０日以内（公務傷病、結核性疾患の場合は１年以内）

・配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障が
あるものの介護をするため、勤務しないことが相当と認められる場合における休暇です。
・期間は６月以内（当該時間の給与は減額）。

必要と認められる期間（回数制限あり）

必要と認められる期間（１日のうち１時間を
超えない範囲）

妊娠中、出産後の保健指導・健康診断を受ける場合

妊娠中の通勤で母体・胎児に影響があると考えられる場合

特
　
別
　
休
　
暇

夏季における心身の健康の維持等の場合

災害により滅失等した住居の復旧作業等の場合

災害・交通機関の事故等により出勤が著しく困難な場合

47人

H20年度中
新規取得者

3名



３　職員の分限処分及び懲戒処分の状況

(1)分限処分

ア.分限処分とは

イ.分限処分の状況

○休職 ： ２名　地方公務員法第28条第2項第1号
（心身の故障のため長期の休養を要する場合）に該当

(2)懲戒処分

ア.懲戒処分とは

イ.処分の状況

○平成２０年度中の該当者はいませんでした。

４　職員の服務の状況

(1)地方公務員の服務規律の概要

　職員が一定の事由によってその職責を十分に果たすことができないと認められる場合に、公務能
率の観点から行われる職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分をいいます。
　分限処分には、免職、休職、降任、降給の４種類があります。免職とはその意に反して職を失わ
せること、休職とは職を保有させたまま一定期間職務に従事させないこと、降任とは現に有する職
よりも下位の職に任命すること、降給とは現に決定されている給料の額よりも低い額の給料に決定
することをいいます。

　職員の一定の義務違反に対する道義的責任を追及して、制裁として科する処分のことをいいま
す。
　懲戒処分には、戒告、減給、停職、免職の４種類があります。戒告とは職員の義務違反を確認す
るとともにその将来を戒めること、減給とは一定期間給与の一定割合を減額して支給すること、停
職とは職員を一定期間職務に従事させないこと、免職とは職員としての地位を失わせることをいい
ます。

　全ての公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっ
ては、全力をあげてこれに専念しなければなりません。
　これを実現するために職員には、「法令及び職務命令に従う義務」、「職務専念義務」、「信用失
墜行為の禁止」、「秘密を守る義務」、「政治的行為の制限」、「争議行為などの禁止」、｢営利企業
などの従事制限」などの義務が課されています。



５　職員の研修の状況

(1)研修の実施状況

　高度化、多様化する行政課題に的確に対応できる職員の育成を目指して、毎年度職員研修計画
を策定し、職員の資質の向上に努めています。平成２０年度の職員研修の実施状況は、次のとお
りです。

5人

3人

2人

4人

4人

2人

9人

岩舟町

3人

130人
11人

2人
1人

2人

3人
3人

メンタルヘルス講座
メンタルヘルスケア講座

2人

受講者数
10人

2人

4人

4人

栃木県市
町村職員
研修協議

会

4人

3人

3人
3人

2人

クレーム対応力講座

栃木地区
職員研修
協議会

研修主体

行政法講座
業務効率化研修
ディベート研修
問題解決研修
折衝・交渉力研修
ＪＳＴ基本コース
ＪＳＴ補充課程

2人

研修名称
新任管理監督者研修（通信教育）
職員自己啓発研修（通信教育）
不当要求防止職員研修会
不当要求防止責任者講習会
新採用職員研修
接遇研修
初級職員研修
民法講座

マネジメント研修
経営管理研修
職場研修講座
コミュニケーションカウンセリング講座
人事考課研修

接遇レベルアップ講座

危機管理講座
法務基礎養成講座



６　職員の福祉及び利益保護の状況

(1)職員の福利厚生の状況

（平成20年度中の主な福利厚生事業）

(2)措置要求・不服申立て

（勤務条件に関する措置要求）

○勤務条件に関する措置の要求の状況

（不利益処分に関する不服申立て）

○不利益処分に関する不服申立ての状況

　地方公共団体は、地方公務員法により、職員の福祉及び利益の保護を適切かつ公正に行わな
ければならないことが定められています。

　地方公務員の福利厚生の内容としては、職員の保健、元気回復などを図る「厚生制度」、職員及
びその家族の病気やけがの場合に治療費を給付したり、退職年金を給付するなどの「共済制度」、
職員の公務上の災害に対する補償などをおこなう「災害補償制度」、職員の健康診断や職場環境
の整備などを行う労働安全衛生制度があります。

　職員は、給与・勤務時間そのほかの勤務条件に関し、公平委員会に対して、当局により適当な措
置がとられるべきことを要求することができます。これは、労働基本権の制約を受けている職員の
勤務条件を適性なものにするために設けられたものです。

　　・平成１９年度末における係属事案はなく、平成２０年度に新たな不服申立てはありませんでし

1/25
職員健康相談
精神保健相談

別館
昇任者
希望者

　　・平成１９年度末における係属事案はなく、平成２０年度に新たな措置要求はありませんでした。

　懲戒そのほかその意に反する不利益な処分を受けた職員は、公平委員会に対して、行政不服審
査法による不服申立てをすることができます。

月日

健康相談６名
精神相談６名
６名受診

対象者 摘　　　　　　　要
６４名（被扶養者含）

（住民健診会場）

実施場所

医療機関

商工会館

〃10/9 職員５０名　臨時１２名
全職員
全職員

４～３月
事　　業　　名

人間ドック利用
5/27 職員健康だより

職員健康診断(２回）

３５歳以上

職員６０名　臨時１５名

8/19･20
安全衛生推進者講
習会受講

婦人がん検診

10/2 職員健康診断(１回）

全　職　員

宇都宮市 該当者 ６名受講

9/22 職員健康だより 全　職　員


